
【出席停止期間一覧】 

●第２種感染症（学校において流行を広げる可能性が高い感染症） 

病名 出席停止基準 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで又は５日間の適切な抗菌薬療法が終了

するまで 

麻しん 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、か

つ全身症状が良好になるまで 

風しん 発しんが消失するまで 

水痘 

（みずぼうそう） 

全ての発しんが痂皮化するまで（かさぶたになるまで） 

咽頭結膜熱 

（プール熱） 

発熱、咽頭炎、結膜炎等の主要症状が消退した後２日を経過する

まで 

新型コロナウイルス

感染症 

発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過す

るまで 

結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと

認められるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと

認められるまで 

 

●その他の感染症 

 →感染症の種類や地域、学校で発生・流行の様態等を考慮して出席停止か判断する 

  ※必ずしも出席停止になるわけではない 

 

・感染性胃腸炎（ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど） 

・マイコプラズマ感染症 

・溶連菌感染症 

・帯状疱疹 

・手足口病                           など 

 

 

※医療機関にて「診療結果報告書」を記入してもらい、保健室へ提出してください。 

 （病院からもらった陽性、出席停止期間等が分かる用紙、診断書などでも可） 

   



●出席停止期間については下記の図を参考にしてください。 

 

 

 

 


